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導入促進基本計画 

 

 

１ 先端設備等の導入の促進の目標 

（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等 

①人口構造 

市内の総人口は 301,199 人、平均年齢は 44.9 歳であり、総人口の約 60％が生

産年齢人口（15歳～64歳）で占められている。 

 

0～14歳 15～64歳 65歳以上 合計 

40,993人 182,529人 77,677 人 301,199人 

住民基本台帳（平成 30年４月１日現在） 

 

②産業構造 

  市内企業の売上高は、総額 689,360百万円であり、「製造業」と「卸売業、小売

業」が約 60％を占めている。 

産業分類による業種別の売上高、及び市内全体の売上高に対する割合は下表の

とおりである。 

  

産業分類 売上高（百万円） 売上高の割合 

製造業 239,638 34.7％ 

卸売業、小売業 176,203 25.5％ 

医療、福祉 86,736 12.5％ 

建設業 48,763 7.0％ 

サービス業（他に分類されないもの） 29,654 4.3％ 

金融業、保険業 18,389 2.7％ 

宿泊業、飲食サービス業 16,963 2.5％ 

運輸業、郵便業 15,497 2.2％ 

生活関連サービス業、娯楽業 14,044 2.0％ 

不動産業、物品賃貸業 13,857 2.0％ 

（平成 24年経済センサスによる ＊上位 10業種のみ掲載） 

 

③中小企業者の実態 

市内企業の「製造品出荷額」については、年により増減はあるものの、全体とし

ては平成 22 年以降増加傾向にある。そのことから、市内の製造業を営む大企業に

ついては、好調に推移しているものと考えられる。 

一方で「事業所数」は、平成 22年以降減少が続いていたものが平成 27年に増加

に転じたが、過去の水準にまでは回復していない。そのことから、市内の中小企業・



小規模事業者については、未だ厳しい状態が続いていると言える。 

 

 製造品出荷額(百万円) 事業所数 

平成 22 年 1,004,867 352 

平成 23 年 1,042,153 345 

平成 24 年 1,132,733 336 

平成 25 年 1,057,882 320 

平成 26 年 1,123,359 312 

平成 27 年 1,111,685 327 

(工業統計調査による ＊平成 27年実績は平成 28年経済センサスによる) 

 

④先端設備等の導入を促進していく必要について 

全国的な中小企業の現状は回復傾向であるものの、明石市における中小企業者の

実態は未だに厳しい状態にあり、大企業との差も拡大傾向にある。 

また、平成 24 年経済センサスによれば、明石市の労働生産性は 3,407（千円／

人）であり、全国平均の 4,574（千円／人）や、兵庫県平均の 3,981（千円／人）を

大きく下回っている。 

今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等の厳しい事業環境を乗り越

えるため、老巧化が進む設備を生産性の高い設備へと一新させ、事業者自身の労働

生産性の飛躍的な向上を図る必要がある。 

 

（２）目標 

①目標概要 

経済の好循環実現に向け、市内における売上高の割合が高い製造業を中心とし

た幅広い中小企業に積極的な設備投資を促し、成長と雇用創出につなげることを

目標とする。 

 

②定量的な目標 

 先端設備等導入計画の認定事業者数が、年平均 30 件以上となることを目標と

する。 

 

（３）労働生産性に関する目標 

先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性（中小企業等の経営強化に

関する基本方針に定めるものをいう。）が、年平均３％以上向上することを目標

とする。 

なお、労働生産性は、以下により算出するものとする。 

 

労働生産性 ＝ 
営業利益、人件費及び減価償却費の合計 

労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間 

 



２ 先端設備等の種類 

中小企業者による幅広い取組を促すため、中小企業等経営強化法施行規則第７

条第１項に定める先端設備等全てとする。 

 

３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 

（１）対象地域 

中小企業者による幅広い取組を促すため、市内全域を地域とする。 

 

（２）対象業種・事業 

中小企業者による幅広い取組を促すため、全業種・全事業を対象とする。 

 

４ 計画期間 

（１）導入促進基本計画の計画期間 

国が同意した日から５年間とする。 

 

（２）先端設備等導入計画の計画期間 

３年間、４年間、５年間とする。 

 

５ 先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項 

① 雇用の安定に配慮し、人員削減を目的とした取組を、先端設備等導入計画の対

象としないものとする。 

② 健全な地域経済の発展に配慮し、公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との

関係が認められるものについては、先端設備等導入計画の対象としないものと

する。 

 

 

 

 

 

 


